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兵庫教育大学
○ 大学の概要

(2) 大学の基本的な目標等
(1) 現況
①大学名 国立大学法人兵庫教育大学 基本理念

②所在地 兵庫県加東市 教員には、教育者としての使命感と人間愛に支えられた広い教養、教育の理念・
方法及び人間の成長や発達についての深い理解、教科に関する専門的学力、優れた

③役員の状況 教育技術や指導能力など専門職としての高度の資質能力が求められる。これら高度
の資質能力は、教育の伝統と創造を見すえた実践的な研究課題の設定及び解決に関

加治佐 哲也（平成22年４月１日～平成28年３月31日） する能力に裏打ちされ、学校の管理や運営に関する知見などの全体的、総合的観点
に支えられているものでなくてはならない。

理 事 ３人 本学は、このような教員の資質能力の向上に対する社会的要請に応えるため、学
校教育を中心とした理論的、実践的な教育・研究を進める「教員のための大学」、

監 事 ２人 教育・研究に関して国の内外に「開かれた大学」、さらに教育実践のたえざる改善
・創造に向けて「発信する大学」としての特色を生かしつつ、時代の進展とともに

副学長 １人 生起する教育諸問題に対応する教員の力量形成を支援し、我が国の教育の一層の発
展に寄与する。

④学部等の構成

学 部 学校教育学部 基本的な目標

研 究 科 学校教育研究科、連合学校教育学研究科 本学の基本理念を実現するために、第一期中期目標期間の成果を踏まえ、以下の
目標を設定する。

附属学校 幼稚園
小学校 ① 実践的指導力を持った教員の養成と、資質・力量を備えた専門職業人たる優れ
中学校 た現職教員を育成するとともに、教育実践学の高度な研究・指導能力を持った人

材を輩出する。
⑤学生数及び教職員数

② 組織的な教育研究を推進し、高度な研究水準の教育実践学を確立して学校教育
学生数（学校教育学部） 693人( 2) 分野における指導的な研究拠点を形成する。

学生数（学校教育研究科） 742人(25) ③ 教育研究の成果を活用した国や地域の教育、文化の向上へ貢献する。

修士課程 507人(25) ④ 教育研究の国際交流と国際貢献を促進し、教育実践学を展開する中で国際的に
価値ある地歩を得る。

専門職学位課程 235人( 0)
⑤ 大学の使命に基づく機動的・戦略的な大学運営を実現する。

学生数（連合学校教育学研究科） 124人( 6)

園児数 118人

児童数 560人

生徒数 337人

教員数 206人

職員数 103人
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(3) 大学の機構図 兵庫教育大学
（平成26年度）

学 長学 長 特 別 顧 問

学長特別補佐
（社会連携）
（教育支援（FD））
（学生支援）
（附属学校園（人事交流））

学 長 選 考 会 議

経 営 協 議 会

教 育 研 究 評 議 会

監 査 室 監 事

附 属 学 校

幼 稚 園
小 学 校
中 学 校

役 員 会

学 長
理 事（教育・研究）
理 事（管理運営）
理 事（社会連携・広報）
副 学長（大学改革等）

連合学校教育学研究科
（構成大学 兵庫教育大学，上越教育大学，岡山大学，鳴門教育大学）

附属図書館
教材文化資料館
発達心理臨床研究センター
教育実習総合センター
教職キャリア開発センター
情報処理センター
保健管理センター
国際交流センター
社会連携センター

附属施設

学 校 教 育 学 部
初等教育教員養成課程

学校教育専修
学校教育系コース
幼年教育系コース
学校心理系コース

教科・領域教育専修
言語系コース
社会系コース
自然系コース
芸術系コース
生活・健康系コース
総合学習系コース

学 部

博 士 課 程 学校教育実践学専攻
先端課題実践開発専攻
教科教育実践学専攻

総 務 部

総 務 課
企 画 課
財 務 課
施設管理課

教育研究支援部

教 育 支 援 課
研 究 支 援 課
学 生 支 援 課
キ ャ リ ア支援課
入 試 課
附属学校事務室

事務局

教育研究組織（大学院）

学 校 教 育 研 究 科

修士課程
人間発達教育専攻
教育コミュニケーションコース
幼年教育コース
学校心理・発達健康教育コース
臨床心理学コース

特別支援教育専攻
障害科学コース
特別支援教育コーディネーターコース

教育内容・方法開発専攻
認識形成系教育コース
文化表現系教育コース
行動開発系教育コース

専門職学位課程（教職大学院）
教育実践高度化専攻
学校経営コース
授業実践開発コース
生徒指導実践開発コース
小学校教員養成特別コース

先導研究推進機構
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（平成25年度） 兵庫教育大学
学 長学 長 特 別 顧 問

学長特別補佐
（社会連携）
（教育支援（FD））
（学生支援）
（附属学校園（人事交流））

学 長 選 考 会 議

経 営 協 議 会

教 育 研 究 評 議 会

監 査 室 監 事

附 属 学 校

幼 稚 園
小 学 校
中 学 校

役 員 会

学 長
理 事（教育・研究）
理 事（管理運営）
理 事（社会連携・広報）
副 学長（大学改革等）

連合学校教育学研究科（構成大学 兵庫教育大学，上越教育大学，岡山大学，鳴門教育大学）

附属図書館
教材文化資料館
学校教育研究センター
実技教育研究指導センター
発達心理臨床研究センター
教育実習総合センター
教職キャリア開発センター
情報処理センター
保健管理センター
国際交流センター
地域交流推進センター

附属施設

学 校 教 育 学 部
初等教育教員養成課程

学校教育専修
学校教育系コース
幼年教育系コース
学校心理系コース

教科・領域教育専修
言語系コース
社会系コース
自然系コース
芸術系コース
生活・健康系コース
総合学習系コース

学 部

博 士 課 程 学校教育実践学専攻
先端課題実践開発専攻
教科教育実践学専攻

総 務 部

総 務 課
企 画 課
財 務 課
施設管理課

教育研究支援部

教 育 支 援 課
研 究 支 援 課
学 生 支 援 課
キ ャ リ ア支援課
入 試 課
山国地区事務室

事務局

教育研究組織（大学院）

学 校 教 育 研 究 科
修 士 課 程

人間発達教育専攻
教育コミュニケーションコース
幼年教育コース
学校心理・発達健康教育コース
臨床心理学コース

特別支援教育専攻
障害科学コース
特別支援教育コーディネーターコース

教育内容・方法開発専攻
認識形成系教育コース
文化表現系教育コース
行動開発系教育コース

専門職学位課程（教職大学院）
教育実践高度化専攻
学校経営コース
授業実践開発コース
生徒指導実践開発コース
小学校教員養成特別コース
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兵庫教育大学

○ 全体的な状況

本学は23年度に5項目のミッションを、続いて24年度に3項目のビジョンを定め、 た専門性の実現に向けた部分として策定することとした。
国立大学法人として教育研究において目指す方向を明確に示した。26年度は、「ミ ③専門職学位課程
ッションの再定義」で示された大学改革方針に基づいて、教員養成の高度化に向 ・大学院改革戦略会議において、28年度から新ｺｰｽとして「教育政策ﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ」と
けた取組の具体策を、学長が年度内に必ず達成すべき重点項目として定めている。 「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化推進教育ﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ」を設置することを決定した。
これらを全教職員に明示し、企画運営会議を年間９回開催して進捗状況を確認し、 ・教職大学院25年度修了者に対し、教育実習総合ｾﾝﾀｰが「教育課程と授業等の在
着実に計画を達成している。 り方に関する修了生に対する継続的調査」を実施・分析した結果、現職教員は

教職大学院での学習成果を現場で十分発揮しているという結果が得られ、外部
１．教育研究等の質の向上の状況 評価委員会に報告した。
①学士課程 ・本学が会長校を務める日本教職大学院協会の主催で「教職大学院における学習
・平成２６年３月卒業者の教員就職率（27年1月文部科学省発表）は87.9％であり、 成果と課題」をﾃｰﾏに研究大会を開催した。また、大会初日には「実践研究成果
また未就職者の割合も2.4%と低く、近年の高い就職率を維持できた。これは、 公開ﾌｫｰﾗﾑ」を開催した。
教職ｷｬﾘｱ開発ｾﾝﾀｰによる教職講座やﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの充実、教職相談・指導の拡充な ・27年度に受審する教職大学院認証評価に向け、評価委員会の下に専門委員会（教
どによる成果である。また、2・3年次生への教職教養対策学習会の充実、教職 職大学院認証評価作業部会）を設置し、教員組織や授業の質保証等についての
教養筆記対策講座の強化、教採準備状況自己診断ｼｰﾄの意識化、外部講師による 点検を開始した。
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの強化を行い、進路ｾﾐﾅｰによる情報提供の早期化及び見直しを行った。 ④博士課程

・24年度入試から導入した新たな入学者選抜方法の改善成果を検証するため「入 ・連合学校教育学研究科では入学定員を満たし、高度な研究水準における教育実
学者選抜方法検討WG」を設置し、28年度以降の入試方法の改善について検討を 践学を遂行している。全学的な組織改革の中で、常に募集人員より多くの入学
開始した。 志願者があるため、28年度からの入学定員の増員を検討した。

・「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに基づく教員養成教育の質保証」では、学部の全学生が教員養成ｽﾀﾝ ・連合学校教育学研究科構成4大学の教員等が専門領域の枠を越えて研究ﾁｰﾑを構
ﾀﾞｰﾄﾞの適用を受けることとなり、TSSを用いた自己評価、履修ｶﾙﾃの充実等、定 成して行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ型の共同研究では、新規1件を含む計4件の共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
着・実質化に向けて包括的な維持推進、管理運営を行った。また、教員養成ｽﾀﾝ ﾄを実施した。年度末にはシンポジウムを開催し、教育実践と学術研究の双方を
ﾀﾞｰﾄﾞ用語集の作成やクラス担当教員の役割を明確にした。 視野に入れた教育実践学の構築に向けた提案を行った。

・3年次授業「発達障害の理解」の実施及び特別支援教育に関する課外授業「通常 ・「学力や健康に関わる社会的要因と個人的要因－対立を超えて－」をﾒｲﾝﾃｰﾏと
学級における特別支援教育の実践演習」を試行的に実施した。 して、教育実践学ﾌｫｰﾗﾑを合計3回開催した。社会環境が学力に与える影響や学

・学生の利便性を向上させるため、学部における実習等の機能を教育実習総合ｾﾝﾀ 力格差を克服している家庭や学校の特徴について多くの知見が紹介された。16
ｰに統合した。 年度に開始した本ﾌｫｰﾗﾑは、26年度で通算して34回となった。

②修士課程 ⑤全課程に共通した教育研究の質の向上
・学長を議長とする「大学院改革戦略会議」とその下に組織された改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾜ ・大学機関別認証評価を受審し、その結果、大学評価・学位授与機構が定める「大
ｰｷﾝｸﾞにおいて、修士課程の改革を検討した。発達支援を強化するため人間発達 学評価基準を満たしている」と評価された。多くの優れた点が指摘される一方、
教育専攻では2ｺｰｽのｺｰｽ名称変更、特別支援教育専攻では、1ｺｰｽのｺｰｽ名称変更 改善を要する点として、教育の質の改善・向上を図るための体制が必ずしも明
を決定した。教育内容・方法開発専攻では、教科領域の実践化を促進するためｶ 確に整備されているとはいえないとの指摘を受けたため、組織体制を明確化す
ﾘｷｭﾗﾑを全面的に見直し、専攻名と構成するｺｰｽの全組織変更を決定し、28年度 るため「教育改善推進室」を設置し、改善に取り組むこととした。
から開始することとした。 ・「理論と実践の融合」に関する学内公募型共同研究を促進し、新規4件の研究を

・特別経費（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分）による「小・中学校における特別支援教育ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 採択し、継続研究と合わせて合計12件の研究が進行している。研究成果につい
（仮称）育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発」（25年度～27年度）では、「特別支援教育ﾓﾃﾞﾙ研 ては、兵庫県教育委員会発行の「兵庫教育」誌や本学の広報誌「教育子午線」
究開発室」を中心に校内の特別支援教育実践ﾘｰﾀﾞｰや地域の特別支援教育ｽｰﾊﾟｰﾊﾞ に掲載する他、学内の諸行事でのﾎﾟｽﾀｰ発表を行う等、成果発信に努めた。
ｲｻﾞｰについてのﾆｰｽﾞや海外動向調査を行った。 ・情報処理ｾﾝﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの更新を行い、最新OSやｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの導入を行った。

・特別経費（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分）による「大学の機能強化としての就学前教育専門職（仮 また、神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽ内の学生用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ数を倍増させ、自学自習のため
称）養成の高度化と幼小連携を含めた総合的ｶﾘｷｭﾗﾑ開発」（26年度～29年度） の環境を充実させた。学内ICT化の全学的な整備促進のため、学内無線LAN環境
を開始した。就学前教育専門職養成の教育課程の開発、幼保一体化施設子育て を追加整備しｾｷｭﾘﾃｨｰを強化した。
支援ﾓﾃﾞﾙの構築等の研究のため、附属幼稚園に隣接したやまくにﾌﾟﾗｻﾞ内に「就 ・FD活動に関して、ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ研究会を継続するとともに、教員と学生が学び
学前教育ｶﾘｷｭﾗﾑ研究開発室」を設置した。 合う環境を実現する授業の推進のため、「ﾍﾞｽﾄｸﾗｽ」の選定を行うこととした。

・修士課程の教員養成ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞについては、多様な学部卒業者の経験能力に応じ ・学生の自主的な参加を促進するため、学生派遣のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する情報提供を一
たｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞとし、学部対応のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを継承しつつ、基礎部分とｺｰｽごとに定め 元的に管理・発信するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾃｰｼｮﾝを組織化した結果、学校関連、不登校関連、

災害関連、生涯学習関連等で合計延べ1,052人の学生が参加した。特に東日本大
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兵庫教育大学

震災復興支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣は、学部生と大学院生が24人参加し、宮城県南三陸町 ⑧附属学校園
での復興支援活動や岩手県陸前高田市等で震災学習を実施した。 ・文部科学省受託事業「ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑ構築ﾓﾃﾞﾙｽｸｰﾙ事業」については研究の

・図書館内の教材文化資料館の基幹事業として、26年度前期は「第1回兵教大自分 取り組み状況等に関する連絡会を行い、ｶｳﾝｾﾗｰ、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、合理的配慮協力員
展－自分（たち）を展示する」、後期には「めざせ！板書の達人」の2回の企画 の支援体制の改善が進むとともに要支援児童にも改善が認められる等、成果を
展を開催し、学外を含めて約8,000人が観覧した。 確認した。

⑥社会連携 ・大学との共同研究を推進するため、大学・附属学校園共同研究推進ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
従来の地域交流推進ｾﾝﾀｰを再編して26年度に開設された社会連携ｾﾝﾀｰを中心に、 会議を設置し、連携窓口の確立、ｼｽﾃﾑ化、理論と実践の融合に関する共同研究
教育委員会、学校現場及び地域との幅広い多彩な社会連携事業を継続するとと の方法について附属学校園教員へのﾋｱﾘﾝｸﾞ等を通して改善を行った。
もに、以下の事業を実施した。 ・附属小学校では、全国学力状況調査以外にCRT検査を実施し、児童の学力把握に

・2020年に開催する東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会の成功に向け、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 努めるとともに、地域のﾓﾃﾞﾙ校として県内外からの視察の積極的な受け入れを
・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会と大学との連携に関する協定の締結を行った。 継続して実施した。

・兵庫県教育委員会と連携し、地域の英語教育を推進するﾘｰﾀﾞｰを養成するため、 ・26年度の研究発表会では、附属小学校が「子ども－文化－教師」をつなぐ（2年
研修会を各校種5日間行った。小・中・高校から合計101人の英語担当教諭が参 次）を研究ﾃｰﾏに、公開授業（延べ20ｸﾗｽ）による授業実践等を、附属中学校が
加した。 「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの考え方を取り入れたわかりやすく、やりがいのある授業づく

・兵庫県とﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会づくりの一環として展開している「みんなの声かけ運動」 り」をﾃｰﾏに公開授業（延べ15ｸﾗｽ）での授業実践等を行った。参加者は延べ
の応援協定を締結した。 640人であった。

・大学間連携共同教育推進事業（24年度～28年度）「教員養成高度化ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙの ・幼児・児童・生徒の安全確保のため、地震対策避難訓練や火災対応避難訓練等
構築・発信」に関する取り組みでは、27年度入学の修士課程学生に対して実施 を年間16回実施した。26年度から新たに一斉下校指導や、交通安全教室を加え
する「教職ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を連携大学にも拡張するため、実習校の確保、実 た。また、教員を対象に心肺蘇生法訓練を実施した。
習の指導体制、eﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの利用体制について連携大学間で取り決めた。

・「教育行政職幹部職員の能力育成ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの開発」（24年度～26年度）では、 ２．業務運営・財務内容等の状況
今後、市町村教育長ｾﾐﾅｰを全国ﾌﾞﾛｯｸに展開するため、26年度では北海道、東北、 国立大学法人評価委員会から示された「25事業年度に係る業務の実績に関する
九州の3都市で実施した（参加者合計46人）。また、本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果公表とし 評価結果」では、全ての項目において「中期計画の達成に向けて順調に進んでい
て「変革型『教育長』ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」を東京で実施し（参加者77人）、「全国市区町 る」と評価された。26年度についても学長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの下で効率的な業務運営を
村教育長ｾﾐﾅｰ」（参加者49人）を神戸で実施した。 行い成果に繋げた。

⑦国際交流 ①業務運営の改善及び効率化に関する目標
・新たにﾄﾞｲﾂのﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞ教育大学、ｽｲｽのﾙﾂｪﾙﾝ教育大学と大学間交流協定の締 ・学長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟとｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化のため、文部科学省から示された教授会等の役
結及びｲｷﾞﾘｽのﾛﾝﾄﾞﾝ大学と学術交流協定の締結を行った。 割について規程を全面的に見直し対応した。また、監事の機能強化に伴い、監

・韓国の大邱教育大学校、兵庫教育大学、台湾の屏東大学が輪番で行う国際学術 事監査規程を改正し，業務監査及び会計監査結果の中間報告書を作成した。
学生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（DHP program）を本学の主催で開催した。両協定大学からの32人 ・第３期中期目標・中期計画の策定に向け、第３期中期目標・中期計画検討委員
を含む、総計75人が参加した。期間中は英語のみとし、“Change and Challeng 会を設置し、その下に各目標に対応した９つの部会を置き、文部科学省によっ
es in Education”をﾃｰﾏに研究発表や学生間交流を行った。 て示された大学改革の方向性や大学のﾐｯｼｮﾝに沿った観点で原案作成の検討を行

・学生の国際的な教育体験を充実させるため、米国、韓国、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｽﾍﾟ った（開催回数は37回）。
ｲﾝの協定大学等へ延べ40人の学生が短期訪問した。また韓国からの延べ22人の ・教育委員会との連携による「教育行政職幹部職員の能力育成ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの開発」
学生を受け入れた。 （24年度～26年度）では、これまでの取り組み成果を総括し、今後は教育政策

・優秀な留学生の確保策として実施しているﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる大学院選 のﾘｰﾀﾞｰ養成を大学院のｺｰｽで行う方針が検討され、新組織である先導研究推進
抜の結果、台湾の屏東大学から1人が秋季入学した。また、国費外国人研究留学 機構へと引き継がれることとなった。
生として10人の受け入れや、日本語・日本文化研修留学生として大使館推薦3人 ・新組織である先導研究推進機構で採用する教員については原則年俸制を導入す
を含む5人を受け入れた。 ることを決定した。

・ﾍﾞﾄﾅﾑのﾊﾞﾘｱﾌﾞﾝﾀｳ教育省とﾊﾞﾘｱﾌﾞﾝﾀｳ教員養成大学の要請により、現地で1年間 ・25年度末に廃止した学校教育研究ｾﾝﾀｰを「やまくにﾌﾟﾗｻﾞ」として再編・開設し
日本語を教える教員として本学大学院生1人を派遣した。 た。効率的な再利用のためのﾜｰｷﾝｸﾞを設置し、利用方法の検討を行い、子育て

・韓国・京仁教育大学校から大学院長及び大学院学生を受入れ,本学において「Ｐ 支援ﾙｰﾑ「GENKi」を開設した。一日平均16家族が利用している。また、児童・
ＢＬ（課題解決学習）による学習の成果と課題」をﾃｰﾏとした国際交流ｾﾐﾅｰを実 生徒のｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ等の将来の利用計画についても検討を行った。
施した。 ・教員の業績自己評価制度をより実質的な制度にするため、提出書式を全面的に

・全留学生に対して外国人留学生生活実態調査を行い、留学生活や将来等に関す 改定し、前年度の各教員の教育研究等の活動状況が明確になるようにした。
る回答に基づき、今後の充実策や対応について分析を行った。 ・隔年で行っている学生生活実態調査を実施した結果、「満足している」及び「ほ

・教員の海外留学の機会の増加やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の推進のため、ｻﾊﾞﾃｨｶﾙ制度に加えて ぼ満足している」を合わせて81.0％であり、中期計画の目標値80％以上を達成
教員の短期派遣制度を整備し、渡航費等の援助を基金により行うこととした。 した。
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・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談員を対象とした研修を1回、全教職員を対象としたﾊﾗｽﾒﾝﾄ研修を2回 ３．戦略的・意欲的な計画の取組状況（該当法人のみ）
実施した。 ・教員養成の高度化に関して、本学が3年間総力を挙げて取り組んだ「教師教育ﾓﾃﾞ

・教育委員会と文部科学省との交流人事で、26年度の教員数は計4人となった。 ﾙｶﾘｷｭﾗﾑ」研究開発の研究成果をまとめ、兵庫教育大学教育実践学叢書第2巻を
②財務内容の改善に関する目標 刊行した。
・外部研究資金獲得に関する申請率向上に向けた方策により、26年度申請件数は ・大学院ﾚﾍﾞﾙの高度な教員養成に対応した教員養成ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（大学院）の策定に
192件（科研費125件、民間助成団体等の助成金67件）であり、総申請件数とし 取り組んだ。本学では既に6年一貫性を基本とした大学院におけるｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを24
ては、最高となった。 年度に策定しているが、一般大学卒業者等、多様な経歴を持った大学院生に対

・省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策として、附属図書館、附属中学校及びやまくにﾌﾟﾗｻﾞのﾄｲﾚの改修 して柔軟に適応できるものとした。
で自動水栓やLED照明を導入した。また不用な電子・電気器具の電源OFFを徹底 ・大学間連携共同教育推進事業（24年度～28年度）「教員養成高度化ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙの
し、加東キャンパスに設置している太陽光発電ｼｽﾃﾑの利用により、前年度比約 構築・発信」では、26年度入学の本学修士課程学生6人に対して「教職ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ
4.6%の電力量削減となった。 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を適用し、連携授業科目のe-ﾗｰﾆﾝｸﾞを利用した受講、大学院ﾚﾍﾞﾙの教

・大学・附属学校園への寄付金が合計で約20,901千円となり前年度に比べ約7,033 育実習（3週間）を行い、その成果発表会を実施した。27年度入学の連携大学の
千円増加した。 修士課程学生に対して実施する「教職ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の運営のため、実習校

③自己点検・評価及び該当状況に係る情報の提供に関する目標 の確保、実習の指導体制、eﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの利用体制について連携大学間で取り決め
・26年度に受審した大学機関別認証評価において、大学が発信する自己点検・評 た。
価の項目について指摘があったため、ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞにおける項目を整理し充実させ ・教育委員会との連携では、兵庫県教育委員会と神戸市教育委員を通じて、初任
た。特に学校教育法109条第1項に基づいた広報については、評価関係等を公表 教員535人、8年目教員187人、10年目教員89人及び管理職教員806人に対してｱﾝ
するﾍﾟｰｼﾞを整理し、学外者にも明快にした。 ｹｰﾄ調査を行った。

・大学広報室では25年度に開始したｽﾏｰﾄﾌｫﾝのｳｪﾌﾞｻｲﾄの今後の充実と、大学公式
ｳｪﾌﾞｻｲﾄの英語化について平成28年度を目途に整備することとした。 ４．「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえた取組状況

・大学概要に本学の強み、特色及び教育研究成果等を盛り込み、内容を全面改訂 ・修士課程の改革：本学大学院の教育研究組織を見直し、改善を図るため、学長
した。広報誌「教育子午線」では薬物乱用防止教育や、新しい教育長制度に対 を議長とする大学院改革戦略会議を25年度に設置し継続審議した。その結果、
応した本学の取り組みを特集する等、社会や時代のﾆｰｽﾞに合わせたﾃｰﾏを取り上 専攻・ｺｰｽの改革では、今後の修士課程の教職大学院への段階的な移行に関して、
げ発信した。 現行の教育内容・方法開発専攻3ｺｰｽを教科教育実践開発専攻5ｺｰｽに変更し、実

・大学ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄの掲載項目を整理し、27年度に開設予定のIR推進室による一元的管 践的な授業を大幅に増加したｶﾘｷｭﾗﾑを導入する等の改革案を策定した。
理を検討した。 ・教職大学院の改革：教職大学院の入学定員が全国最大であり、教職大学院協会

④その他業務運営に関する重要目標 の会長校である本学は、25年度に先導的大学改革推進委託事業「今後の教職大
・男女共同参画では、本学における女性教職員の比率は約30%（教員23%、附属学 学院におけるｶﾘｷｭﾗﾑｲﾒｰｼﾞに関する調査研究」によって、今後の教職大学院にお
校教員45%、事務職員33%）であり、国立大学協会のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝで設定された数値 けるｶﾘｷｭﾗﾑｲﾒｰｼﾞを示した。本学の教職大学院が常に日本の教職大学院の先導的
17%以上を達成している。 な役割を担っていることから、28年度に「教育政策ﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ」と「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化推

・学生及び教員等の本学へのｱｸｾｽの利便性向上のため、中国自動車道のﾊﾞｽ停留所 進教育ﾘｰﾀﾞｰｺｰｽ」を教職大学院に開設することを決定した。両ｺｰｽは教職大学院
と本学を結ぶｼｬﾄﾙﾊﾞｽの運行を開始した。 としては全国に先駆けて設置するものであり、現職教育関係者を対象とし、神

・150人収容の授業教室の確保のため、業務達成基準により「教育子午線ﾎｰﾙ」を 戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽを拠点に従来のｶﾘｷｭﾗﾑにこだわらない、受講者のﾆｰｽﾞに応じ
整備し、授業だけでなく講演会場等として活用している。 た多様な授業を展開する。

・防犯体制の強化を図るため、学内交通を全面的に整備し、入構許可証の発行や ・博士課程の改革：恒常的に入学志願者が入学者の2倍以上となっている現実を踏
警備員によるﾁｪｯｸ体制を開始した。また大学の全ての門（3か所）に防犯ｶﾒﾗを まえて、連合大学院学校教育学研究科の学生定員を28年度から現在の24人から
設置した。 32人に増員する予定である。今後需要が見込まれる教職大学院担当教員の養成

・研究活動の不正行為防止に関わる取り組みとして、26年8月の新ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを踏ま にも寄与することになる。
え、学内管理責任体制を明確にした「国立大学法人兵庫教育大学における研究 ・「教育行政職幹部職員の能力育成ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの開発」（24年度～26年度）では、
活動の不正行為への対応等に関する規程」の改正を行った。 教育委員会との人事交流による教授を中心に、教育行政職幹部職員に必要な能

・公的研究費の不正使用防止に関する取り組みとして、「国立大学法人兵庫教育 力を明らかにするとともに、能力育成ﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑを開発し、関係機関等に提供
大学における公的研究費の適正管理に関する規程」を改正し、管理責任体制を してきた。これらの成果を受け、今後、全国5ﾌﾞﾛｯｸに分けた「教育長ｾﾐﾅｰ」を
明確化した。また、不正防止推進室において、処分及び法的な責任を明記した 実施予定である。
誓約書をすべての教職員から徴収した。 ・先導研究推進機構を設置し、学長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟによる特別なﾐｯｼｮﾝを担当する教

育職員の教育研究活動の円滑化・活性化のため年俸制を導入した。本機構では
教育長ｾﾐﾅｰの実施や教職大学院の新規2ｺｰｽの開設準備を担当する。

・大学のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革に伴い、大学院連合学校教育学研究科の組織を見直し、研究
科長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮して改革を進めていく体制の充実のため、運営会議の新
設、研究主幹の役割の強化及び研究科教授会の役割を明確化した。
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兵庫教育大学
○ 項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
① 組織運営の改善に関する目標

中 ・学長のリーダーシップのもと本学の使命にあった大学運営が行われているかについて検証し、現行組織の見直しを行う。
期 ・本学の教育研究の質を高めるため、教員の業績評価を適正に行うとともに人事交流や国際交流を促進する。
目 ・効率的な大学運営を実施するため、事務職員の適正な業績評価を行うとともに、研修を充実し人事交流を行う。
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

効果的な組織運営、学内の資源配分の改善を図るための具体的方 【57】前年度、企画運営会議で重点的に検討し、改善を図った「組織運営の効率化、
策 事業・取組の整理統合」に関する事項について、検証を行い、必要に応じて改善を図 Ⅲ
【57】教育研究組織及び管理組織の検証を行い、改善する。 る。（62）

【58】業務の適正化・効率化を図るため、監査室の業務を検証し、【58】引き続き、組織の改善の効果を検証し、課題があれば解決方策を検討する。 Ⅲ
組織を改善する。 （63）

【59】教育研究の質の維持・向上を図るため、教員採用の在り方 【59】教員の年俸制の導入を含め学校現場での指導経験のある教員の採用方策等につ Ⅲ
を含めた新しい人事システムを検討する。 いて検討する。（64）

【60】各センター業務の自己点検を実施し、必要に応じ改善する。【60】再編後の各センター業務の自己点検を行い、改善策を検討する。（65） Ⅲ

教員の多様化・国際性を高めるための具体的方策 【61】見直した教員の業績評価制度の運用を開始する。（66）
【61】教育研究の質の向上を目指し、教員の業績評価制度を検証 Ⅲ
し、改善する。

【62】教職大学院の実務家教員として公立学校教員との人事交流 【62】公立学校教員との人事交流を拡充する。（67） Ⅲ
制度を検討する。

【63】教員の国際的通用性を高めるため、サバティカル制度や外 【63】前年度に改善したサバティカル制度が教員の海外派遣に有効に機能しているか Ⅲ
部資金を活用した教員の海外派遣制度を検証し、運用を改善する。を検証する。（68）

事務職員の専門性を高めるための具体的方策 【64】研修体系に基づき研修を実施する。（69） Ⅲ
【64】スタッフディベロップメントの導入を推進する。

【65】大学運営に必要な専門的知識を取得させるため、事務職員 【65】研修体系に基づき研修を実施する。（70） Ⅲ
の研修を充実する。

【66】事務組織の活性化を図るため、事務職員の他大学との人事 【66】 計画的な人事交流を引き続き行う。（71） Ⅲ
交流を定期的に実施する。

【67】事務職員の職務能力の向上を目指し、事務職員の業績評価 【67】改善した人事評価制度の運用上の課題を分析し、必要に応じて改善を行う。 Ⅲ
の在り方を検証し、改善する。 （72）

ウェイト小計
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兵庫教育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
② 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ・大学運営の効率化・合理化を図るため、事務機構を強化する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【68】組織業務評価システムを検証し、業務の改善を実施する。 【68】組織業務評価システムにより、引き続き業務の改善を実施する。（73） Ⅲ

【69】監査業務を検証して、適正かつ効率的に運営する。 【69】監査結果に基づき、事務等の効率化、合理化を推進する。（74） Ⅲ

【70】学生ニーズを的確に把握し、学生サービス業務を充実させ、【70】学生生活実態調査を実施し、前回の実態調査の調査結果と比較し、前回把握し Ⅳ
学生の満足度80%以上を目指す。 た学生の要望が改善されているか検証する。（75）

ウェイト小計

ウェイト総計
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兵庫教育大学
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

ガバナンス改革と監事の機能強化への対応 教員の年俸制の導入の検討【59】
ガバナンス改革に伴う学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に対応するた 学長のリーダーシップによる特別なミッションやプロジェクト等を実施するた

め、内部規則の総点検・見直しを実施し、教授会の役割を明確化するとともに、学 め、高度な専門性を有する優秀で多様な人材を教育職員として確保するために、
則や経営協議会規則等の改正を行った。 26年度中に年俸制の関係規程等の整備を行い、27年度から新規採用を含む４人に
また、国立大学法人監事機能の強化を受け、体制の整備・見直しを行い、国立大 適用することとした。

学法人兵庫教育大学監事監査規程を改正した。併せて明確化した監事監査体制につ
いて業務方法書を変更し、認可を受けた。 教員の業績自己評価制度及び事務職員の評価制度【61、67】

教育研究の質の向上を目指し、25年度から継続して検討を行っていた業績制度
学内資源配分の改善を図るための取組（不要物品のリユース）【57】 を改正した。この制度に基づき業績評価の評価領域及び業績自己評価票の改正に
物品購入及び廃棄コストの削減や環境負荷低減の観点から、再利用可能な廃棄物 ついても検討し、９月に大学教員の業績評価実施要項及び大学教員の業績評価指

品について、学内でのリユースを目的に対象を机、椅子、書架、パソコン、プリン 針の改正を行った。
ターに限定し、「HUTEリユース促進活動」を試行的に実施した。 事務職員の評価制度については、評価者の評価基準の均一化を目的に現状と課
この活動は、教職員専用の学内ウェブサイトに「HUTEリユース掲示板」を設置し、題について局長部課長会議で議論し、民間の手法も交えて取り組むこととした。

譲渡可能な物品及び譲渡して欲しい物品の情報を掲載し、リユース物品の情報共有 事務職員の登用制度については、社会や環境の変化に柔軟に対応することがで
することで、リユース活動を促すものである。 き、改革の意欲と志、本学への帰属意識が高い人材を求め、より広範な人材層を

対象に本学独自にキャリア採用試験を実施し、26年度は１人を新規に採用した。
業務削減の推進【57、68】
前例に倣いがちな業務処理の状況を改め、事務局に所属する全ての職員が、改革 教育委員会等との人事交流【62】

・改善の意識を持ち、それぞれのポジションにおいて、自己の担当する全ての業務 兵庫県教育委員会との人事交流により教授１人、教育行政に長けた人材を有す
を見直し、業務の改善・合理化に資することを目的として事務局職員意識改革・業 る文部科学省との人事交流により教授１人を26年度は新規に採用した。これによ
務改善プロジェクトを実施した。 り教育委員会等との人事交流は合計４人となった。
教職キャリア開発センターでは、貸し出し用図書やDVDのパソコン管理、総務課

では、学外者への入構許可書の発行手続きの見直し等が提案され、実施を決定した。研修体系の再整備・充実【64、65、66】
事務職員の能力開発及び専門的知識の養成のため、事務系管理職員の学内研修

会議の効率化に伴うICT化（ペーパーレス化）の拡充【57、68】 を実施するとともに、海外短期派遣（受入・派遣）事業に係るタスクフォース業
現在、企画運営会議、教育研究評議会、役員会、事務連絡会の比較的小規模の４ 務研修、ホスピタリティ研修等を実施した。また、新たにハラスメント相談員を

つの会議でICTを導入している。 対象とした研修及び全教職員を対象としたハラスメント防止研修を２回実施した。
27年度以降の教授会等、規模の大きな会議での導入の実質化に向けた検討を開始 さらに、国立大学協会等の学外主催研修である、部課長級研修、中堅職員研修等

するとともに、資料データのフォーマットや保存ファイル名のルール、パスワード に参加し、文部科学省へ行政実務研修生を派遣した。
の設定等のガイドラインを策定し、マニュアルを整備することとした。

学生生活実態調査の実施【70】
新情報処理システムの導入【57、84-2】 学生のニーズをより的確に把握するため、設問内容の見直しや調査票の回収方
情報処理センターコンピューターシステムの更新にあたり、より強固なセキュリ 法については学生からの意見・要望等を踏まえ、大学院学生の調査票を昼間クラ

ティシステムを構築するため、ファイアウォールアプライアンス及びウィルスチェ ス学生と夜間クラス学生で分けるなどの改善を行い、全学生を対象に10月に実施
ックアプライアンスを各２台構成で冗長化した。新システムでは、基幹運用管理シ した。調査対象学生の65％から調査票を回収し、大学生活全般の満足度は81.0％
ステムとして高機能なサーバ群を導入し、障害及びセキュリティ対応の強化を図っ と前回の調査時の75.3％を大きく上回る結果となった。
た。また、既設の無線LANシステムで設置されたアクセスポイントを一括管理制御 なお、調査した内容は分析を行い、４月に第12回（平成26年度）学生生活実態
できるソフトウェア及びサーバを導入し、学内に分散して設置された無線LANアク 調査報告書としてホームページでも公表を行った。
セスポイントに係るセキュリティ項目等の設定変更などを一括して操作することが
可能となり、必要に応じてセキュリティ設定の強化が可能となった。
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兵庫教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ・本学の特色を活かした教育研究を推進し、外部資金獲得に向けた取組を積極的に行う。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【71】外部資金獲得に関するインセンティブを整え、情報提供や 【71】外部研究資金目標件数を維持するため、外部資金獲得に関するインセンティブ
コーディネート機能等のサービス業務を充実し、外部研究資金の 方策等を引き続き検討する。（76） Ⅳ
申請件数の２割増を目指す。

ウェイト小計
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兵庫教育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

中 ・経営基盤の確立のための具体的方策を策定するとともに、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に基づ
期 き、平成18年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議
目 決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。
標 ・ 業務運営の合理化・効率化等により経費の抑制を行う。

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【72】中期目標・中期計画の達成に向けた経営戦略に基づく重点 【72】財政運営状況を鑑み、引き続き財務計画を検証する。(77) Ⅲ
施策を明確化し経営基盤の確立のための財務計画を策定する。

【73】「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」（平成18年法律第47号）に基づき、国家公務員に準
じた人件費改革に取り組み、平成18年度からの５年間において、
△５％以上の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改 策定しない
革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づ
き、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継
続する。

【74】省エネルギー、省資源対策を行い、管理的経費の抑制に努 【74-1】省エネ計画に基づき、引き続き省エネ機器の導入を図る。(78) Ⅲ
める。

【74-2】これまでに行った事業仕分けの成果を検証し、引き続き現行事業の見直しを Ⅲ
行う。(79)

ウェイト小計
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兵庫教育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ・現預金の安全且つ効率的・効果的な管理運用を行う。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【75】資金の運用に当たっては、預金先金融機関等の健全性・経 【75】 資金の安全且つ効率的な管理・運用を行う。(80)
済性に注意を払いながら、安全且つ有利な運用を図り、中期目標 Ⅲ
期間中の平均運用比率を50％以上とする。

ウェイト小計

ウェイト総計
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兵庫教育大学
(2) 財務内容の改善に関する特記事項

管理的経費抑制に向けた事業仕分けの実施【74-2】
これまで各事業及び取組における無駄の洗い出しを中心に行ってきたものを、26

年度は各事業の取組内容及び効果等について検証を行い、検証結果に応じて27年度
予算額の増減補正を行うこととした。
また、大学・附属学校への寄付金が合計で約20,901千円となり前年度に比べ約

7,033千円増加した。

外部研究資金獲得に関する申請件数増加に向けた取組【71】
科研費等外部研究資金申請希望者に対する申請書作成支援として補助員を配置、

研究計画書の作成支援としてテンプレートの作成を実施した。
また、複数件数を申請した研究者には研究費を追加配分する等のインセンティブ

方策を実施した。
インセンティブ方策以外の取組として説明会を５月に２回と９月に開催、アドバ

イザリースタッフの配置、情報の提供などを行った。
以上の取組から数値目標も146件に対し192件の申請があり、目標値を大きく上回

る結果となった。

省エネルギー対策の実施【74-1】
26年度改修工事を行った、附属図書館トイレ、附属中学校トイレ、事務局２階入

口と新設の外灯の照明をLED照明に変え、消費電力量を抑えるとともに、課外活動
施設の深夜帯の照明電力量対策として消灯時間の見直しを行った。
また、学内点検により不用な電子・電気器具の電源OFFを徹底した。
以上の取組に加え、ポスターによる啓発活動を行った結果、前年と比べ年間で約

4.6％の電力量を削減した。
加えて、26年度に設置した教育子午線ホールも照明にLEDを使用するなど省エネ

ルギーを意識した改修を行った。
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兵庫教育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
① 評価の充実に関する目標

中 ・全学的な点検・評価を定期的に実施し、大学運営の状況を的確に把握する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

全学的な自己点検・評価の実施とそのための体制の整備 【76】教職大学院認証評価の効果的な実施体制を整備するとともに、第三期中期目標
【76】的確かつ効率的な自己評価を行うために評価方法等を検証 ・中期計画の策定のための実施体制を構築する。(81) Ⅲ
し改善する。

【77】評価方法と結果を学内構成員に周知徹底するための取組を 【77】 前年度の検証結果に基づき、評価方法と評価結果の周知方法について、必要な Ⅲ
推進する。 改善を行い、実施する。(82)

評価結果を大学の教育研究並びに組織及び運営の改善に結びつけ 【78】法人評価の中間評価結果に基づき、「業務等」の改善に結びつけるためのワー
る取組 キンググループを設置、検討する。(83) Ⅲ
【78】評価結果をフィードバックし、その活用状況を検証する。

ウェイト小計



- 15 -

兵庫教育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

中 ・社会に対する大学の説明責任を果たすために大学の情報公開に努め、広報活動を充実させる。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【79】社会に対する情報公開及び広報活動の内容・方法を点検し、【79】前年度までに実施した情報公開の内容・方法等について検証を行う。(84) Ⅲ
必要な改善を行う。

【80】多様な手段を用いて、大学の教育研究及び運営状況に関す 【80】広報活動の課題を踏まえ、充実策を実施する。(85) Ⅲ
る広報活動を積極的に行う。

ウェイト小計

ウェイト総計
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兵庫教育大学

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

大学機関別認証評価に係る取組【76】 ・大学ホームページのトピックスを積極的に活用し、教育研究及び運営状況に関
26年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価 する情報発信を行った。

を受審し、指摘のあった事項について速やかに対応を行い、機構が定める「大学 ・一部の学内限定ページを除き本学のFD活動及び他大学と連携したFDに関する
評価基準を満たしている」との評価を受けた。 報告書やシンポジウム、ワークショップ等の情報を広く公開した。

第３期中期目標・中期計画の策定に係る取組【76】 4)その他
文部科学省で開催された「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関す ・学長が27都道府県及び10市の教育委員会等を訪問し、現職教員の大学院派遣を

る視点等に関する説明会」での内容を考慮した第３期中期目標・中期計画検討委 依頼した他、大学院説明会を内容や広報の方法に工夫しながら、全国で年間15
員会を設置し検討を開始した。また、教育研究評議会及び教授会において第３期 回実施したこと、本学大学院に入学実績のある私立大学での説明会や案内パン
中期目標・中期計画策定のための変更点・留意点等について説明を行い、全学的 フレットの送付等の様々な広報活動を行った結果、26年度の大学院説明会参加
に協力を依頼する等実施体制を構築した。 人数は609人となった。

また、大学院説明会における在学生・修了生の体験談を動画として編集し、本
自己点検・評価に係る周知の徹底【77】 学ウェブサイト上で公開した。
国立大学法人評価委員会から示された評価結果について、学内諸会議、本学の ・学部学生（１～３年次生）の保護者を対象に、教育・就職説明会を嬉望祭（大

ウェブサイト、学内教職員宛のメールにより周知を徹底した。 学祭）の開催期間に合わせて実施し、100人の参加者があった。説明会では、
さらに、26年度は、学校教育法第109条第１項に基づく、評価関係等を公表する 本学の教育研究、就職・キャリア形成支援の状況、今後の教員採用動向などに

ウェブページの修正を行い、大学機関別認証評価の評価結果についても学内のみ ついて説明を行い、保護者の理解を深めた。
ならず、学外へも広く、より分かりやすく評価情報を発信した。 ・本学が推進してきた教育実践学の成果を地域や広く国内外に発信し、学校の教

育活動に生かすために、「兵庫教育大学教育実践学叢書」第２号を刊行した。
法人評価結果の活用【78】 本書「教員養成と研修の高度化－教師教育モデルカリキュラムの開発に向けて
評価委員会の下に設置したワーキンググループにおいて、国立大学法人評価委 －」は、文部科学省特別経費（23年度～25年度）を受け、本学が３年間総力を

員会から示された、全国11教育系大学の評価結果を検証し、本学の「業務等」の 挙げて取り組んだ「教師教育モデルカリキュラム」開発の研究成果をまとめて
改善に結びつくような新たな取組等について検討を行った。 いる。

・教師教育のあり方について広く協議する兵庫教育大学教師教育プログラム推進
積極的な広報活動の実施【80】 協議会を26年度も開催した。26年度は広域教育委員会等部会と県内教育委員会
大学広報室の３つの部門において、広報活動を積極的に進めるとともに、下記 等部会の合同会議として実施し、本学が推進する教師教育プログラムの改善に

のように様々な工夫・手段を用いた広報活動を行った。 ついて意見交換を行った。
1)広報・広聴担当部門
・26年度大学概要の作成において、本学の強みや特色及び教育研究成果等を教 大学ポートレートを利用した情報発信
育関係者をはじめ広く一般市民にも周知を図ることを目的として、冊子及び 26年度から運用が始まった大学ポートレートを利用し情報を掲載するとともに、
ウェブ用コンテンツの構成・デザインの全面改修を行った。 リンク先である大学ホームページの内容の整理を行い、情報発信に努めた。

2)広報誌等担当部門
・広報誌「教育子午線」で大学の教育研究や運営状況に関する広報を行うとと
もに、読者アンケートを基にタイムリーな情報提供に努めた。特に第36号で
は、薬物乱用防止教育について、第37号では教育長を取り巻く状況と教育長
に求められる資質と能力について取り上げるなど、社会的ニーズに合わせた
教育研究成果の発信を行った。

3)ホームページ等担当部門
・25年度に検討した改善・充実策に基づき、ウェブサイトにおいては、アクセ
ス解析を行い、その結果を参考にユーザーをコンテンツへ誘導しやすいホー
ムページを目指し、トップページのバナーの整理及び改修を行った。また、
ホームページの英語化について検討を行った。
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兵庫教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ・大学の基本戦略に基づいて、教育研究拠点の充実に向けた整備と、施設設備の実態や利用状況等の自己点検・評価により、施設設備の有効利用を行う。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

施設等の整備計画等の策定 【81】施設の改修を引き続き行い、教育・学習施設の充実を図る。(86)
【81】総合研究棟及び教材文化資料館を整備し、また既存建物の Ⅲ
点検・見直しを行い、快適な学習・研究環境を充実する。

施設等の有効活用及び維持管理 【82】前年度に実施した調査等に基づきラーニングコモンズや教育研究施設の利用実
【82】施設設備の実態把握や、利用状況等の調査等を実施し、効 態を把握し、効率的な利用と維持管理方法について検討する。(87) Ⅲ
率的な施設設備の利用と維持管理を行う。

ウェイト小計
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兵庫教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 ・労働安全衛生法等を踏まえ、キャンパスにおける安全・衛生を検証し、教職員の意識の向上を図る。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【83】キャンパス環境・安全委員会において安全・衛生確保に関 【83】前年度に実施した改善状況の実態調査結果に基づき、キャンパスの安全・衛生
する検証を行い、安全管理に対する取組を充実する。 に取り組む。(88) Ⅲ

ウェイト小計
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兵庫教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
③ 法令遵守に関する目標

中 ・不正防止や個人情報管理及び情報セキュリティシステムの検証を行い、不正行為、個人情報漏えい等を未然に防止し、適正な法人運営に努める。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 ｳｪｲﾄ

状況

【84】不正防止体制、個人情報の管理体制及び情報セキュリティ 【84-1】引き続き、不正防止体制、個人情報の管理体制の改善・充実を図る。(89) Ⅲ
システムについて現状・課題等を把握し、改善・充実を図るため
の有効な方策を組織的に検討、実施する。

【84-2】情報セキュリティの強化のため、より強固なセキュリティシステムの構築及 Ⅲ
び情報処理センターシステムの更新を行う。（90）

【85】服務規律や適正な経理についての研修会を定期的に実施し、【85】研修会や説明会等を引き続き行い、周知徹底を図る。（91） Ⅲ
周知徹底を行う。

ウェイト小計

ウェイト総計
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兵庫教育大学

(4) その他の業務運営に関する特記事項

教育・学習施設の整備・充実【81】 公的研究費の不正使用防止に係る取組【84-1、85】
学習環境の整備・充実のため、使われなくなったボイラー室を有効活用して、 不正使用防止体制の改善・充実のため、従来から参加している文部科学省が主催

150人規模の講義室として改修し、学生、教職員からの応募により施設名を教育子 している説明会以外にも、26年度から新たに会計監査法人が行う各種セミナーに積
午線ホールとした。同ホールは、200インチの電動巻上スクリーン、65インチディ 極的に参加し、情報の収集及び対応のための手法等について研修を受け、関係課職
スプレイ（２台）を含むAVシステムのほか、固定机天板に電源コンセントを設置 員のスキルアップを図った。また、新任教職員オリエンテ－ションや全学教職員会
し、Wi-Fi環境も整えた174人を収容するホール型教室となっている。今後、大学 議等の機会を積極的に活用して、繰り返し、不正使用防止に対する周知を徹底する
院、学部の授業のほか、免許状更新講習、講演会、研修会など多目的に使用する ことで、意識の向上を図っている。さらに、「公的研究費の管理・監査のガイドラ
予定である。 イン（実施基準）」の改正に基づき、「公的研究費の適正管理に関する規程を改正
また、快適な生活・環境の整備として、嬉野台地区では附属図書館、山国地区 し、公的研究費の不正使用防止管理責任体制を明確化した。

では附属中学校のトイレの改修を行った。 不正防止推進室において、「教職員からの誓約書の徴収に関する申し合せ」を策
さらに、バリアフリー対策として、共通講義棟、教育・言語・社会棟、本部事 定し、国立大学法人兵庫教育大学の規則等を遵守すること、不正を行わないこと、

務局、神戸ハーバーランドキャンパスの出入口に自動扉を整備し、大学本部・事 不正を行った場合は処分及び法的な責任を負担することを明記した誓約書を全ての
務局には２階入口にスロープを設置した。 教職員から徴収した。

やまくにプラザの整備【81】 個人情報等の管理に関する取組
文部科学省の特別経費事業の「大学の機能強化としての就学前教育専門職（仮 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」

称）養成の高度化と幼小連携を含めた総合的カリキュラム開発」により、やまく （平成16年9月14日総管情第85号総務省行政管理局長通知）の改正を踏まえて，①
にプラザ内に子育て支援ルーム「GENKi」を含むプロジェクト室約260平米の整備 情報システムにおける安全確保の強化，②情報システム室等の安全管理の強化，③
を行い、研究環境を整えた。 業務の委託に係る措置の強化を主な改正点として，国立大学法人兵庫教育大学保有
また、幼児用トイレに改修を行い、利用者の利便性を向上させた。 個人情報管理規程の改正を行った。
子育て支援ルームは週２回、9:00-12:00を開所日とし、26年10月の開所から３

月末までに１日平均16家族が利用した。 教員等個人宛て寄附金の管理に関する取組
「教員等個人宛て寄附金の経理」の適正な取り扱いについての注意喚起を継続し

防犯・安全の取組【81、83】 て行っており、各種助成団体からの助成事業募集通知時及びウェブサイトにおいて、
25年度から着手した嬉野台地区における安全な教育研究環境及び学生寄宿舎の 「国立大学法人兵庫教育大学寄附金受入及び経理事務取扱規程」第８条により、教

居住環境を保全するための防犯・警備体制等の整備事業として、複数あった大学 員等が個人宛て寄附金（助成金等を含む）を受け入れたときは、これを改めて国立
の入口を正門１か所に限定し、進入路に警備員を24時間、365日配置することを本 大学法人に寄付しなければならない旨を定めていることの周知を図っている。
格的に実施したほか、学内出入口の全ての門（正門、西門、東門）に監視カメラ
を設置し、犯罪抑制の対策をした。 男女共同参画における女性教職員の比率
また、山国地区では、附属中学校トイレ改修に合わせ、防犯押しボタン、防犯 兵庫教育大学男女共同参画推進基本方針に沿って、就業環境の整備・充実に努め

サイレン、パトライトを設置し、異常時には職員室に警報が出るように整備を行 ており、本学における女性教職員の比率は、約30％（教員23％、附属学校教員45％、
い、より安全安心な施設となるよう整備をした。 事務職員33％）である。これは、23年２月に国立大学協会から示されたアクション

プランで設定された「国立大学の女性教員比率を20％以上（少なくとも2015年まで
研究活動における不正行為防止に係る取組【84-1】 に17％以上）に引き上げる」を達成している。
26年度に改正された「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」を踏まえ

た体制整備等の検討を行うため、教育研究評議会の下に研究活動の不正行為防止 東日本大震災「復興支援ボランティア」派遣事業
等対策ワーキングを設置し、検討を開始した。 東日本大震災により深刻な被害を受けた宮城県南三陸町で２日間、復興支援ボラ
26年８月の新ガイドラインを踏まえ、「国立大学法人兵庫教育大学における研 ンティアとして漁業支援活動を行った。

究活動の不正行為への対応等に関する規程」の改正を行い、学内管理責任体制を また、復興支援ボランティアに併せて、岩手県陸前高田市、大船渡市、釜石市で
明確にし、研究活動の不正行為に関する告発等受付窓口を設置した。 震災学習を実施した。
また、全ての研究者に対し、不正行為の事前防止、公正な研究活動の推進のた 大学の応募に応じた学部学生と大学院生24人、教職員４人の計28人が参加し、今

め、研究倫理教育を実施し、これらの組織的取組体制については、全学教職員会 後の防災教育に役立てるための体験を行った。
議で周知するとともにホームページに掲載するなど教職員への周知・徹底を図っ
た。
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兵庫教育大学
Ⅱ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅲ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 なし
10億円 10億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れる により緊急に必要となる対策費として借り入れる
ことが想定されるため。 ことが想定されるため。

Ⅳ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

なし なし なし

Ⅴ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、次の事業 決算において発生した余剰金を、教育研究の質向上及び組織運営
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 の財源に充てる。 の改善のため「教育研究充実積立金」（目的積立金）として、神

・神戸ハーバーランドキャンパス充実事業及び快 戸ハーバーランドキャンパス充実事業経費、学生会館改修経費、
適なキャンパスライフ支援事業の一部 学生寄宿舎等改修経費、老朽施設改修経費等に充当した。

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善事業の
一部
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Ⅵ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

小規模改修 総額 168 施設整備費補助金 小規模改修 総額 29 施設整備費補助金 小規模改修 総額 29 施設整備費補助金

（ ） （ ） （ ）
船舶建造費補助金 船舶建造費補助金 船舶建造費補助金

（ ） （ ） （ ）
長期借入金 長期借入金 長期借入金

（ ） （ ） （ ）
国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン

ター施設費交付金 ター施設費交付金 ター施設費交付金

（168） （ 29 ） （ 29 ）

(注1)施設・設備の内容、金額については見込であり、中期目標を (注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案し

達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備 た施設・設備の整備や、老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等

の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加され が追加されることもあり得る。

ることもある。

(注2)小規模改修について平成22年度以降は平成21年度同額として

試算している。なお、各事業年度の国立大学財務・経営センタ

ー施設費交付金については、事業の進展等により所要額の変動

が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算

編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等
国立大学財務・経営センター施設費交付金により、附属図書館トイレの改修を行った。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

①教員の年俸制の関係規定を整備し、制度を導入した。
「教育研究の質の維持・向上を図るため、実務家教 「教員については、教員の年俸制の導入を含め学校現 また、学校現場での指導経験のある教員の採用方策等
員を公立学校教員との人事交流で採用できる制度の 場での指導経験のある教員の採用方策等を検討すると については教員公募を行う際に公募条件に原則として
検討等、教員採用の在り方を含めた新しい人事シス ともに、引き続き業績評価制度の運用を行う。 「初等・中等教育機関で教職経験を有すること」を追
テムを検討する。事務職員は専門性の向上を図るた 事務職員は専門性の向上を図るため合同研修へ積極的 加し、公募を行っている。
め、スタッフディベロップメントの導入を推進する に参加させるとともに、計画的に人事交流を実施し、
ほか、各種研修に積極的に参加させるとともに、計 人事の活性化を図る。」具体的な年度計画は次のとお ②教育研究の質の向上を目指し、25年度から継続して
画的に人事交流を実施する。」具体的な中期計画は りである。 検討を行っていた業績制度を改正した。この制度に基
次のとおりである。 づき業績評価の評価領域及び業績自己評価票の改正に

ついても検討し、９月に大学教員の業績評価実施要項
①教育研究の質の維持・向上を図るため、教員採用 ①教員の年俸制の導入を含め学校現場での指導経験の 及び大学教員の業績評価指針の改正を行い、運用を開
の在り方を含めた新しい人事システムを検討する。ある教員の採用方策等について検討する。 始した。

②教育研究の質の向上を目指し、教員の業績評価制 ②見直した教員の業績評価制度の運用を開始する。 ③教職大学院の実務家教員として兵庫県教育委員会と
度を検証し、改善する。 の人事交流により教授１人、教育行政に長けた人材を

有する文部科学省との人事交流により教授１人を採用
③教職大学院の実務家教員として公立学校教員との ③公立学校教員との人事交流を拡充する。 した。また、特別支援教育の新たな展開に対応するた
人事交流制度を検討する。 めの「特別支援教育モデル研究開発室」に兵庫県教育

委員会との人事交流により准教授１人を採用した。
④教員の国際的通用性を高めるため、サバティカル ④前年度に改善したサバティカル制度が教員の海外派
制度や外部資金を活用した教員の海外派遣制度を 遣に有効に機能しているかを検証する。 ④サバティカル制度利用教員へ25年度に改善したサバ
検証し、運用を改善する。 ティカル制度が有効に機能しているかアンケート調査

を実施し、検証を行った。
⑤スタッフディベロップメントの導入を推進する。 ⑤研修体系に基づき研修を実施する。

⑤⑥25年度に引き続き、学生の海外短期派遣（受入・
派遣）事業に係るタスクフォース業務研修、ホスピタ

⑥大学運営に必要な専門的知識を取得させるため、 ⑥研修体系に基づき研修を実施する。 リティ研修等を実施した。
事務職員の研修を充実する。 また、26年度は事務系管理職員の学内研修を実施する

とともに国立大学協会等の学外主催研修である、部課
⑦事務組織の活性化を図るため、事務職員の他大学 ⑦計画的な人事交流を引き続き行う。 長級研修、中堅職員研修等に参加した。
との人事交流を定期的に実施する。 加えて、ハラスメント相談員研修及び全教職員を対象

にハラスメント防止研修を実施した。
⑧事務職員の職務能力の向上を目指し、事務職員の ⑧改善した人事評価制度の運用上の課題を分析し、必
業績評価の在り方を検証し、改善する。 要に応じて改善を行う。 ⑦26年７月から、神戸大学から１人を人事交流で受け

入れた。また、文部科学省へ行政実務研修生１人を派
遣した。

⑧事務職員の評価制度については、評価者の評価基準
の均一化を目的に現状と課題について局長部課長会議
で議論し、民間の手法も交えて取り組むこととした。
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○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について） ○ 計画の実施状況等

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) (％)

学校教育学部 640 693 108.3

学士課程 計 640 693 108.3

学校教育研究科

人間発達教育専攻 160 222 138.8
(学校教育学専攻)

特別支援教育専攻 60 57 95.0

教育内容・方法開発専攻 180 228 126.7
(教科・領域教育学専攻)

修士課程 計 400 507 126.8

連合学校教育学研究科

学校教育実践学専攻 18 41 227.8

先端課題実践開発専攻 12 18 150.0

教科教育実践学専攻 42 65 154.8

博士課程 計 72 124 172.2

学校教育研究科

教育実践高度化専攻 230 235 102.2

専門職学位課程 計 230 235 102.2
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